
​令和８年度​

​北海道放課後児童支援員認定資格研修　開催案内​

​下記のとおり、令和８年度北海道放課後児童支援員認定資格研修の受講者を募集します。​

​１　研修の目的​
​　　放課後児童支援員認定資格研修は、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員として必要な知​

​識​​及​​び​​技​​能​​を​​補​​完​​し、​​省​​令​​基​​準​​及​​び​​放​​課​​後​​児​​童​​ク​​ラ​​ブ​​運​​営​​指​​針​​（平​​成​​27​​年​​３​​月​​31​​日​​雇​​児​​発​ ​0331​​第​​34​​号​ ​厚​​生​​労​
​働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく、放課後児童支援員としての役割及び育成支援の内容等の共通​
​の理解を得るため、職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考​
​え方や心得を認識してもらうことを目的として実施する研修です。​

​２　実施主体​
​　　北海道・札幌市​

​※株式会社東京リーガルマインドが、北海道から委託を受けて実施します。​

​３　​​受講対象者・受講資格​

​.​ ​（１）​​「​​放​​課​​後​​児​​童​​健​​全​​育​​成​​事​​業​​の​​設​​備​​及​​び​​運​​営​​に​​関​​す​​る​​基​​準」​​第​​10​​条​​第​​３​​項​​の​​各​​号​​の​​い​​ず​​れ​​か​​に​​該​​当​​し、​

​北海道内の放課後児童健全育成事業に従事している方​

​（２）​​「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第10条第３項の各号のいずれかに該当し、​

​北海道内の放課後児童健全育成事業に従事することを希望されている北海道在住の方​

​※別添の「受講資格確認書類」【別紙１】を参照してください。​
​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​４　実施方法・日程​

​　　研修はe-ラーニング受講(オンデマンド方式)全５回で実施します。​

​実施回​ ​研修時間​ ​視聴期間​ ​定員​

​第1回​

​e-ラーニング​
​16科目(１科目90分)​ ​令和8年8月3日(月) ～ 令和8年9月30日(水)​ ​250名​

​第２回​

​e-ラーニング​
​16科目(１科目90分)​ ​令和8年9月1日(火) ～ 令和8年10月30日(金)​ ​250名​

​第３回​

​e-ラーニング​
​16科目(１科目90分)​ ​令和8年10月1日(木) ～ 令和8年11月30日(月)​ ​250名​

​第４回​

​e-ラーニング​
​16科目(１科目90分)​ ​令和8年11月2日(月) ～ 令和8年12月25日(金)​ ​250名​

​第５回​

​e-ラーニング​
​16科目(１科目90分)​ ​令和8年12月1日(火) ～ 令和9年1月29日(金)​ ​250名​

​５　受講方法​

​　　受講方法についての注意点は以下のとおりです。受講決定をしましたら、マニュアルをお送りします。​

​【e-ラーニング】​

​・受講時の本人様確認方法として、顔認証システムを使用しますので、インターネット接続​

​の可能なカメラ付きのパソコン、タブレット、スマートフォンもしくは、ＷＥＢカメラを​

​接続したパソコン等をご用意ください。​

​・​​各回の内容は同じ​​ですので、ご都合のよい回をお選びください。​



​・視聴期間中は、24時間いつでも受講できます。回をまたいでの受講はできません。​

​　　　　​​※e-ラーニング受講(オンデマンド方式)の第１回～４回のいずれかで受講し、修了できなかった場​​合​

​は、​​希望があれば第５回への振替が可能​​です。それ以外の回への振替は原則認められません。​

​６　研修​

​研修の受講費用は無料です。（教材費は別途必要です。）​

​※インターネットを使用する際に通信費が発生する場合の費用は自己負担です。​

​（１）研修教材及び費用​

​①　研修教材​

​　以下の教材を各申込者に送付します。​

​・放課後児童支援員認定資格研修資料（全16科目）​

​・放課後児童クラブ運営指針解説書​

​・ポケット版放課後児童クラブ運営指針​

​②　教材費​

​教材費は一式、送料込みで​​1,000円（税込）​​です。​

​※前年度一部修了者も含め受講者全員に購入していただきます。​

​　　　 ③　支払方法​

​　　　　申し込み時に以下のどちらか確認させていただきます。​

​１．個人支払い​

​申込者個人に支払いをしていただきます。受講決定通知とともに支払方法のご案内をいたし​

​ますので、内容をご確認の上、期日までにお支払いください。​

​２．市町村請求書払い​

​市町村に支払い(銀行振込)をしていただきます。株式会社東京リーガルマインドから市町村​

​宛に請求書をお送りします。​

​（２）研修内容​

​研修時間：１科目90分×16科目 ※１​

​科目①​ ​放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容​

​科目②​ ​放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護​

​科目③​ ​こども家庭福祉施策と放課後児童クラブ​

​科目④​ ​こどもの発達理解​

​科目⑤​ ​児童期（６歳～12歳）の生活と発達​

​科目⑥​ ​障害のあるこどもの理解​

​科目⑦​ ​特に配慮を必要とするこどもの理解​

​科目⑧​ ​放課後児童クラブに通うこどもの育成支援​

​科目⑨​ ​こどもの遊びの理解と支援​

​科目⑩​ ​障害のあるこどもの育成支援​

​科目⑪​ ​保護者との連携・協力と相談支援​

​科目⑫​ ​学校・地域との連携​

​科目⑬​ ​こどもの生活面における対応​

​科目⑭​ ​安全対策・緊急時対応​

​科目⑮​ ​放課後児童支援員の仕事内容​

​科目⑯​ ​放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守​

​　​​※レポート作成やテスト回答の時間は含みません。余裕を持って受講してください。​

​（３）科目の一部免除​

​保有資格​ ​免除される科目​

​保育士（保母）​ ​④・⑤・⑥・⑦​

​教諭（養護・栄養教諭も​

​可）​

​④・⑤​

​社会福祉士​ ​⑥・⑦​

​　※資格保有者は該当科目が免除になりますが、​​受講は可能​​です。​

​（新しい知識を習得するという観点から、積極的な受講を推奨します）​



​７　受講者とりまとめ​

​（１）市町村が受講希望者から以下の書類を受領し、受講対象に該当するかを確認してください。​

​1​ ​令和８年度北海道放課後児童支援員認定資格研修受講申込書（本人作成）【様式３】​

​2​ ​受講資格証明書類（各種証明書の写し）※【別紙１】参照​

​3​ ​本人確認書類​

​①の申込書に記入された氏名・生年月日・住所の全てが確認できるもの​

​※運転免許証・健康保険証(住所記載のあるもの)・住民票(６か月以内に発行したもの)等の写​

​し・マイナンバーカード・パスポートのいずれか一点。​

​※受講申込書と各資格の確認書類の姓が異なる場合は、戸籍抄本等(写し)を添付してください​​。​

​　　　　　　　　​

​（２）市町村から​​８の（３）提出先　株式会社東京リーガルマインド　福祉支援本部　福祉支援部　​

​福祉研修課　北海道放課後児童支援員認定資格研修事務局​​へ、以下の書類を提出してください。​

​提出書類は、各市町村においても写しを保管する等の管理をしてください。​

​① 鑑文【様式１】（市町村作成）​

​② 申込者一覧表【様式２-１,（２-２）】（市町村作成）​​※こちらはメールでも提出してください。​

​③ 受講申込書類​

​・受講申込書【様式３】​

​・本人確認書類​

​・受講資格確認書類​

​８　申込期間・提出方法・提出先​

​（１）申込期間（期限厳守・必着）締切り後の受付けはできません。​

​　　　   実施回ごとに、下記の通り申込期間を設けます。​

​申込対象回​ ​申込期間​

​第１回​

​e-ラーニング​
​令和8年6月1日（月）～ 令和8年6月22日（月）​

​第２回​

​e-ラーニング​
​令和8年7月1日（水）～ 令和8年7月22日（水）​

​第３回​

​e-ラーニング​
​令和8年8月3日（月）～ 令和8年8月24日（月）​

​第４回​

​e-ラーニング​
​令和8年9月1日（火）～ 令和8年9月24日（木）​

​第５回​

​e-ラーニング​
​令和8年10月1日（木）～令和8年10月22日（木）​

​　　​

​（２）提出方法​

​書面で提出​​してください。ただし、​​申込者一覧表（様式２）は、電子メール​​でも提出してくださ​

​い。​

​※書面は個人情報紛失防止のため、​​簡易書留郵便​​または​​レターパックライト​​で郵送してください。​

​（３）提出先​

​株式会社東京リーガルマインド　福祉支援本部　福祉支援部　福祉研修課​

​北海道放課後児童支援員認定資格研修事務局​

​〒164-0001　東京都中野区中野4-11-10　アーバンネット中野ビル​

​TEL：03-5913-6225​

​E-mail：​​hokkaido-hshienin@lec-jp.com​

​９　受講決定通知​

mailto:hokkaido-hshienin@lec-jp.com


​　　　　株式会社東京リーガルマインドから各申込者に、受講期間開始の一週間前までに受講決定のお知らせを​

​し、教材も視聴開始までにお届けいたします。受講開始の３日前までに到着しない場合はお問い合わせくだ​

​さい。​

​１０　修了の認定と修了証の交付​

​（１）修了の認定​

​認定資格研修の全科目を履修し、放課後児童支援員としての必要な知識及び技能を習得したと認めら​

​れる者に対して、北海道知事が認定を行い、全国共通の「放課後児童支援員認定資格研修修了証」（賞​

​状形式と携帯用形式の２種）が交付されます。​

​　　　　受講中に他の都府県に転居した場合や、病気等のやむを得ない理由により一部を受講できなかった場​

​合は「放課後児童支援員認定資格研修　一部科目修了証」が発行されます。一部科目修了証の有効期限​

​は、研修を受講した年度の​​翌年度の３月３１日​​です。​

​（２）修了証の交付​

​　　　　研修の各回の日程終了後、北海道から各修了者に郵送します。受講された回の視聴期間終了日から、​

​おおよそ２～３か月後に送付する予定です。​

​　　​

​１１　個人情報の取り扱い​

​提出があった個人情報は、放課後児童支援員認定資格研修に関すること、こども家庭庁への認定資格者​
​情報の報告及び都道府県間相互の利用・提供のため以外には使用しません。​

​１２　問い合わせ先(書類送付先)​

​〒164-0001　東京都中野区中野4-11-10　アーバンネット中野ビル​

​株式会社 東京リーガルマインド 福祉支援部　福祉研修課内　​

​北海道放課後児童支援員認定研修事務局　　​

​TEL：03-5913-6225（平日：月曜日～金曜日・祝日を除く　9:00～18:00）​

​E-mail：hokkaido-hshienin@lec-jp.com​



【別紙１】

受講資格確認書類
※いずれの書類も、申込書と姓が異なる場合は戸籍抄本（写し）を提出してください。

必要書類
受講

資格
該当者 免除科目

1号  保育士の資格を有する者

2号  社会福祉士資格を有する者

3号

 学校教育法の規定による高等学校、若しくは中等
 教育学校を卒業した者、同法の規定により大学へ
 の入学を認められた者、若しくは通常の課程に
 よる十二年の学校教育を修了した者、
 又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を
 有すると認定した者（「高等学校卒業等」）で
 あって、二年以上、2,000時間以上、児童福祉事業
に従事した者

4号
 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七
 号）第四条に規定する免許状を有する者

5号

 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正
 七年勅令第三百八十八号）による大学を含む）
 において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、
 芸術学若しくは体育学を専修する学科
 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
 （当該学科又は当該課程を修めて同法の規定に
 よる専門職大学の前期課程を修了した者を含む）

6号

 学校教育法の規定による大学において、
 社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学
 若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当
 する課程において優秀な成績で単位を修得した
 ことにより、同法第百二条第二項の規定により
 大学院への入学が認められた者

7号

 学校教育法の規定による大学院において、
 社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学
 若しくは体育学を専攻する研究科
 又はこれらに相当する課程を修了した者

8号

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、
 教育学、社会学、芸術学
 若しくは体育学を専修する学科
 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

9号

 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上、2,000
時間以上、放課後児童健全育成事業に　類似する
事業に従事した者（※１）であって、市町村長が 適当
と認めた者（※２）

10号
 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者
 であって、市町村長が適当と認めた者（※２）

☆  前年度一部科目修了者

 次のｱ～ｵいずれか1点の写し
　ｱ 保育士登録機関登録事務処理センターが交付する保育士証
　ｲ 保育士(保母)資格証明書
　ｳ 指定保育士養成施設校卒業証明書
　ｴ 保育士養成課程修了証明書
　ｵ 保育士試験合格通知書

④、⑤、⑥、⑦

 次のｱ～ｲいずれか1点の写し
　ｱ 公益財団法人社会福祉振興・試験センターが交付する社会福祉士登録証
　ｲ 社会福祉士試験合格通知書

⑥、⑦

 下記(1)(2)の両方
 (1) 次のｱ～ｳいずれか1点の写し
  ｱ 高等学校若しくは中等教育学校の卒業を証する書類
      ・卒業証書、卒業証明書 等
  ｲ 学校教育法第 90 条第2項の規定により大学への入学を認められたことを
     証する書類
  ｳ 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、または、文部科学大臣が
     これと同等以上の資格を有すると認定した者であることを証する書類

 (2) 実務経験証明書(原本）【様式４】
     (2年以上児童福祉事業に従事したことを証明できるもの)

 次のｱ～ｲいずれか1点の写し
　ｱ 教員免許状
　ｲ 教育職員免許状授与証明書

④、⑤

 次のｱ～ｲいずれか1点の写し
  (左記学科を修めて卒業したことを証する書類)
　ｱ 卒業証書
　ｲ 卒業証明書

 ※履修科目を確認できる書類を提出していただく場合があります。

 学校教育法第 102 条第2項の規定により大学院への入学が認められたことを
 証する書類(大学院入学許可書等)の写し

 ※履修科目を確認できる書類を提出していただく場合があります。

 次のｱ～ｲいずれか1点の写し
  (左記研究科を修めて卒業したことを証する書類)
　ｱ 学位証
　ｲ 修了証書

 ※履修科目を確認できる書類を提出していただく場合があります。

 次のｱ～ｲいずれか1点の写し
  (左記学科を修めて卒業したことを証する書類)
　ｱ 卒業証書
　ｲ 卒業証明書
 ※日本語以外の書類の場合は、日本語訳を提出してください。
 ※履修科目を確認できる書類を提出していただく場合があります。

 基準第 10 条第3項第9号に該当する者であることを市町村長が証明した書類
 ※市町村に下記(1)(2)の書類を提出のうえ、証明書の発行を依頼してください。
 (1) 次のｱ～ｳいずれか1点の写し
　ｱ 高等学校若しくは中等教育学校の卒業を証する書類
      ・卒業証書、卒業証明書 等
　ｲ 学校教育法第 90 条第２項の規定により大学への入学を認められたことを
       証する書類
　ｳ 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、または、文部科学大臣が
       これと同等以上の資格を有すると認定した者であることを証する書類
 (2) 実務経験証明書(原本)【様式４】
     (2年以上放課後児童健全育成事業に類似した事業に従事したことを証明
      できるもの)

 基準第10条第3項第10号に該当する者であることを市町村長が証明した書類
 ※市町村に下記(1)の書類を提出のうえ、証明書の発行を依頼してください。

 (1) 実務経験証明書(原本)【様式４】
     (5年以上放課後児童健全育成事業に従事したことを証明できるもの)

 前年度一部科目修了証（写し）
前年度受講済

の科目

証明書が外国語の場合は、翻訳を添付する等、証明書の内容が分かるようにしてください。

放課後子ども教室に従事していた者の他、地方公共団体や民間団体が実施する、児童の遊び場を提供する事業（いわゆる「プレイパーク」や「民間学童」など、

ここでは、児童と積極的な関わりを持つことが必要であり、単なる見守りなどの経験は含まれません。

なお、学習支援を目的とする塾等で、児童に対し継続的に勉強を教えていたとしても、他に遊びを通じて児童と断続的な関わりを持った経験がない限り、

対象とはなりません。

放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者（9号申請）及び5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者（10号申請）については、市町村長の認定が

必要です。

児童福祉法上の「放課後児童健全育成事業」の届出を行わずに実施している類似の事業等）において、児童と継続的な関わりを持っていた者等です。

・

※１

※２


